
青梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付要綱

１ 目的

この要綱は、青梅市（以下「市」という。）への移住を検討する移住

希望者に対し、市の魅力を体験する場を提供する事業（以下「おもてな

し事業」という。）を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付

することについて必要な事項を定め、行政、市民および団体等が一丸と

なり、移住・定住の促進を図ることを目的とする。

２ 用語の定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 市の区域外に住民登録があり、市への移住を検討して

いる者およびその家族をいう。

(2) 先輩市民 市の区域内（以下「市内」という。）に住民登録がある

者で、市での暮らしや市の魅力を把握しており、移住希望者にそれら

を伝えることができるものをいう。

(3) 団体等 先輩市民である個人、市内に事業所を置く法人または市民

１人以上を含む５人以上の構成員によって組織された団体をいう。た

だし、団体の場合は、運営に関する規約または会則があるものに限る。

３ 補助対象者

補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 団体等であること。

(2) 青梅市暴力団排除条例（平成２４年条例第１７号）第２条第１号に

規定する暴力団および同条第３号に規定する暴力団関係者でないこと。

(3) 政治および宗教活動を目的としないものであること。

(4) 団体等（市町村税の納税義務がない団体にあっては当該団体の代表

者）が納付すべき市町村税および国民健康保険税で、納期が到来して

いるものを完納していること。

４ 補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事項を全て満たすものと

する。



(1) 次のいずれかを移住希望者に提供するための事業であって、移住希

望者に対して地域住民との交流の機会を創出するとともに、市の魅力

紹介も含めて実施されるものであること。

ア 市での具体的な生活が想像しやすくするための暮らし体験の機会

イ 市内での散策等のレクリエーションを通した自然や歴史などの市

の魅力体験の機会

ウ 市への移住希望者および市で暮らし続けたい市民との結婚を前提

とした出会いの機会

(2) 移住希望者と先輩市民が相互に交流できる機会を提供する事業であ

ること。

(3) 市が実施する移住・定住促進施策と連携するとともに、自発的な活

動につながる事業とすること。

(4) 法人または団体が実施する際は、先輩市民を配置すること。

(5) 参加者から参加料を徴収する場合は、実費相当額とすること。

(6) 市内で実施すること。

(7) 公序良俗に反する内容または社会通念上適切でない内容を含まない

こと。

(8) 事業を実施する上で知り得た移住希望者等に関する情報を他人に漏

らし、または他の目的に使用しないこと。

(9) 営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売または販売のあっせん

等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。

(10) この要綱にもとづく補助金の交付を受けようとする事業について、

他の補助金の交付を受けていないこと。

(11) 青梅市長（以下「市長」という。）が補助することが適当と認める

ものであること。

５ 補助対象経費

(1) 補助金の対象となる経費は、別表に掲げる補助対象事業に要する経

費から当該事業の実施に伴う収入額を控除して得た経費とする。ただ

し、次に該当するものは補助金の対象としない。

ア 人件費その他の補助対象団体等の恒常的な運営経費

イ 施設の整備経費または維持管理経費

ウ 備品購入費



エ 飲食店での飲食費および弁当などの購入費。ただし、事業の一環

として、参加者が自ら調理するための食材費は除く。

オ 宿泊費

カ 現地までの交通費。ただし、講師等を外部から招へいする場合の、

当該講師等の旅費は除く。

キ 記念品や賞品の購入等にかかる経費

ク その他事業実施に直接関わらない経費または社会通念上適切でな

い経費

(2) 前号の経費の算定に当たり、別表の食材費および体験型レクリエー

ション費については、当該合計額が総事業費の２分の１を超えない額

とする。

６ 補助金の交付額

補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の種別ごとに別

表の補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てた額）とし、同一団体等への交付は、同一年度において

２０万円を限度とする。

７ 補助金の交付申請

補助金を受けようとする団体等（以下「申請団体等」という。）は、

次に掲げる書類を添えて、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付

申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 申請団体等が法人または団体の場合には、その活動内容がわかる概

要説明書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

８ 補助金の交付決定

市長は、前項の規定による申請があった場合は、次項に規定する青梅

市民みんなでおもてなし事業補助金選定委員会（以下「選定委員会」と

いう。）においてその内容を審査の上、補助金交付の可否を決定し、青

梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式

第２号）により、申請団体等に通知するものとする。

９ 選定委員会



補助金の交付の可否および交付額を審査するため、選定委員会を置く。

(1) 選定委員会は、次の者をもって組織する。

ア 委員長 地域経済部長

イ 副委員長 シティプロモーション課長

ウ 委員 秘書広報課長、市民活動推進課長および社会教育課長

(2) 委員長および副委員長の職務

ア 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

イ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その

職務を代理する。

(3) 会議

ア 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議

長となる。

イ 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の会議への出

席または資料の提出を求めることができる。

ウ 委員長は、委員会の会議で協議した結果をまとめ、市長に報告す

る。

10 事業の変更等

(1) 補助金の交付決定を受けた団体等（以下「補助決定団体等」という。）

は、次のいずれかに該当する場合は、青梅市民みんなでおもてなし事

業補助金事業（変更・中止・廃止）承認申請書（様式第３号）により

承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ市長の了承を得た

軽微なものについては、この限りでない。

ア 事業の内容を変更しようとするとき。

イ 事業を中止し、または廃止しようとするとき。

(2) 市長は、前号の申請があったときは、その内容を審査し、事業の変

更または中止もしくは廃止を承認したときは、その旨を青梅市民みん

なでおもてなし事業補助金事業（変更・中止・廃止）承認書（様式第

４号）により、補助決定団体等に通知するものとする。

11 実績報告

補助決定団体等は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を添

えて、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金実績報告書（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。



(1) 事業実施報告書

(2) 補助金等にかかる収支計算に関する事項を記載した決算書ならびに

領収書その他当該収支計算にかかる収入および支出を証する書類また

はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

12 補助金の額の確定

市長は、前項の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内

容を審査し、必要に応じて行う調査等により補助金の交付決定の内容お

よびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付確定通知書（様

式第６号）により補助決定団体等に通知するものとする。

13 補助金の支払等

(1) 交付確定通知を受けた補助決定団体等は、補助金の支払を受けよう

とするときは、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金請求書（様式

第７号）を市長に提出するものとする。

(2) 前号の規定する請求書を受けた市長は、内容を確認の上、速やかに

当該補助金を支払うものとする。

14 概算払

(1) 補助決定団体等は、前項の規定にかかわらず、選定委員会で協議し

た上、市長が認める事業について、補助金の概算払を受けることがで

きる。

(2) 前号の規定による補助金の概算払を受けようとする補助決定団体等

は、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金概算払請求書（様式第８

号）により市長に請求しなければならない。

15 交付決定の取消し

(1) 市長は、補助決定団体等が次のいずれかに該当した場合は、補助金

の交付の決定の一部または全部を取り消すものとする。

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。

ウ 第１０項の規定により事業の変更または中止もしくは廃止の承認

を受けたとき。



(2) 市長は、前号の規定により交付決定の取消しをしたときは、補助決

定団体等に対し、青梅市民みんなでおもてなし事業補助金交付決定全

部（一部）取消通知書（様式第９号）により、速やかに通知するもの

とする。

16 市による情報発信等

市は、市ホームページのほか市の移住・定住促進ポータルサイト等に

おいて、補助決定団体等が実施する事業に関する情報を発信するなど、

必要な協力を行うものとする。

17 その他

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、青梅市補助金等交付規則

（昭和４１年規則第１６号）の定めるところによる。

18 実施期日

この要綱は、令和４年８月２３日から実施する。

19 経過措置

(1) この要綱の一部改正は、令和５年４月１日から実施する。

(2) この要綱の一部改正は、令和６年４月１日から実施する。



別表

種 別 補助率 内 容

講師謝礼

10/10

外部講師、司会等への謝礼

講師旅費 外部講師、司会等の交通費

交通費 市内で移動する際の公共交通乗車料金

消耗品費 事務用品、感染症対策用品等

印刷製本費 チラシ、ポスター、その他資料印刷代

燃料費 灯油代等

役務費 郵便料、通信費、保険料等

委託料 会場設営費等

使用料および賃借料 会場使用料、設備賃借料等、バス等借上料

その他の経費 その他特に市長が認める経費

食材費

1/2

調理する際の材料

体 験 型 レ ク リ エ ー シ

ョン費

レンタルサイクル、ラフティング等


